
公共工事の名称、場所、期間及び
種別

契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び住

所
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企

画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職
の役員
の数

備 考

京都御所障壁画修理ほか第2回工事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長
北 啓太
京都府京都市上京区京都御苑３

平成22年4月1日
（株）松村泰山堂
京都市北区小山西大野町５１番地３

本件は，京都御所各御殿に残存する障壁画の保存修理を行
うことを目的とする。

京都御所各御殿の障壁画は，安政度造営時（一部寛政度造
営時のもの残存）に著名な画家によって描かれた美術史学の
上でも貴重視される価値の高いもので，その数は１，７５０
面を越える。

これらの障壁画は，１５０年近くを経過し，西日による乾
燥，経年による膠の弱化，あるいは虫害等の影響を受け，破
れ・亀裂・剥落・浮き等の損傷が著しく，放置できない状況
となってきたため，損傷の激しいものから順次修理を実施し
ている。

文化財的価値の非常に高い障壁画の修理は，慎重かつ入念
に行う必要があり，経験豊富な実績と高度な修復技術を持っ
た技術者を確実に配置できることが必要とされる。

上記を踏まえ，本工事については，応募要件を満たし，本
工事の実施を希望する者の有無を確認する目的で，参加意思
確認書の提出を招請する公募を実施した。応募要件を満たす
と認められる者がいない場合にあっては，豊富な実績を有
し，着実な成果を収めている株式会社松村泰山堂を契約の相
手方とする契約手続を行うことを予定していた。

公募の結果，参加意思確認書の提出者がいなかったため，
株式会社松村泰山堂が本工事を遂行できる唯一の機関である
と確認されたため。（会計法第２９条の３第４項）

（非公表） 9,765,000 － －

京都御所第５９号建物（御文庫）
本瓦葺屋根葺替その他整備第２回
工事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長
北 啓太
京都府京都市上京区京都御苑３

平成22年4月1日
（株）大滝工務店
京都府舞鶴市字南田辺１２６番地の
５

京都御所第５９号建物（御文庫）は経年による腐食，破損
が著しいため，全面的な屋根の葺替を行うとともに，外壁及
び建具等の整備工事を２カ年計画で実施している。本工事は
前年度実施した工事に引き続き施工される工事であり，一体
の構造物の構築等を目的とする工事である。また前工事と後
工事の施工者が異なる場合は，瑕疵担保責任の範囲が不明確
になる等密接不可分な関係にあることから一貫した施工が技
術的に必要とされ，工期の短縮，経費の節減，安全，円滑か
つ適切な施工を確保するうえで，前工事施工者以外の者に施
工させることが不利と認められるため。（会計法第２９条の
３第４項）

（非公表） 11,025,000 － －

京都御所御拝道廊下ほか桧皮葺屋
根葺替に伴うその他整備第２回工
事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長
北 啓太
京都府京都市上京区京都御苑３

平成22年4月1日
松井建設（株）大阪支店
大阪市北区紅梅町２番１８号（南森
町共同ビル）

京都御所御拝道廊下ほかは経年による腐食，破損が著しい
ため，全面的な屋根の葺替を行うとともに，外壁及び建具等
の整備工事を２カ年計画で実施している。本工事は前年度実
施した工事に引き続き施工される工事であり，一体の構造物
の構築等を目的とする工事である。また前工事と後工事の施
工者が異なる場合は，瑕疵担保責任の範囲が不明確になる等
密接不可分な関係にあることから一貫した施工が技術的に必
要とされ，工期の短縮，経費の節減，安全，円滑かつ適切な
施工を確保するうえで，前工事施工者以外の者に施工させる
ことが不利と認められるため。（会計法第２９条の３第４
項）

（非公表） 38,325,000 － －

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）



公共工事の名称、場所、期間及び
種別

契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び住

所
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企

画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職
の役員
の数

備 考

京都御所御拝道廊下ほか桧皮葺屋
根葺替第２回工事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長
北 啓太
京都府京都市上京区京都御苑３

平成22年4月1日
谷上社寺工業（株）
和歌山県橋本市向副１１１番地の１

京都御所御拝道廊下ほかは経年による腐食，破損が著しい
ため，全面的な屋根の葺替を２カ年計画で実施している。本
工事は前年度実施した工事に引き続き施工される工事であ
り，一体の構造物の構築等を目的とする工事である。また前
工事と後工事の施工者が異なる場合は，瑕疵担保責任の範囲
が不明確になる等密接不可分な関係にあることから一貫した
施工が技術的に必要とされ，工期の短縮，経費の節減，安
全，円滑かつ適切な施工を確保するうえで，前工事施工者以
外の者に施工させることが不利と認められるため。（会計法
第２９条の３第４項）

（非公表） 87,150,000 － －

皇居西地区園地管理工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年4月21日
日本緑化土木株式会社
東京都品川区南品川３丁目５番３４
号

入札を実施したが，落札者となるべき者がいなかったた
め。
（会計法第２９条の３第５項，予算決算及び会計令第９９条
の２）

（非公表） 5,565,000 － －



公共工事の名称、場所、期間及び
種別

契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び住

所
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企

画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職
の役員
の数

備 考

高円宮邸改修工事に伴う実施設
計業務

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年5月31日
株式会社内井建築設計事務所
東京都品川区上大崎４丁目５番２６
号

本業務は，高円宮邸改修工事に伴う実施設計を行う業務
で，平成２１年度に行った「高円宮邸改修工事に伴う基本設
計業務」の成果物を利用するものであり，㈱内井建築設計事
務所はその成果物の著作権を有している。

また，基本設計で構想された設計意図は基本設計を実施し
た業者固有のものであり，他の業者が設計意図を把握するこ
とが困難であるため，基本設計と実施設計は密接不可分の関
係にある。

したがって，基本設計を実施した業者に本業務を設計させ
ることは，迅速，かつ，的確に業務を遂行できる。

㈱内井建築設計事務所は，高円宮邸改修工事に伴う基本設
計業務を行っていることから，本業務の意図を十分理解し，
さらに高円宮邸新築時及び増築時（平成１２年）の際にも設
計を行っており，本建物の持つ設計趣旨や意匠を十分理解
し，施設・構造全般に精通しているとともに御使用形態等，
本建物に関する一切を熟知し，業務内容を最も把握し，業務
目的を的確に履行できる確かな実績を有する唯一の業者であ
るため。（会計法第２９条の３第４項）

15,340,500 15,225,000 99.2% －

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）



公共工事の名称、場所、期間及び
種別

契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び住

所
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企

画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職
の役員
の数

備 考

正倉院正倉整備に関する実施設計
業務

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長
北 啓太
京都府京都市上京区京都御苑３

平成22年6月10日
（財）文化財建造物保存技術協会
東京都荒川区西日暮里２－３２－１
５

本業務は，正倉院正倉整備工事に関する実施設計業務を行
うもので，国宝建造物の保存修理工事に伴う技術的難度の高
い特殊な業務である。

今回の業務は，基本設計において得られた成果品を基に，
設計者の知識・経験・技術力等を継承させて質の高い設計成
果を求めることが必要であり，そのため基本設計と実施設計
は連続する一体のものとしてとらえ同一設計者によって進め
て行く事が重要である。

正倉院正倉整備工事を行うにあたり，｢正倉院正倉整備に関
する懇談会｣をこれまでに６回開催されているところであり，
基本設計業務においては同懇談会において各委員の意見を反
映させながら行ってきた。さらに実施設計業務についても，
今後開催を予定している懇談会において，基本設計を踏まえ
た意見を反映させ，業務を進めていく必要がある。懇談会の
各委員からも，基本設計業務を受注したものと引き続き実施
設計業務を行っていく事が業務の成功に繋がるとのことか
ら，同一の設計者で進めていくべきであるという意見を頂い
ている。

プロポーザルで特定された当該設計者は，基本設計業務で
得られた成果からみても，実施設計業務の実施において他の
設計者では代替する事ができない知識・経験と高い技術力を
有している設計者である。

基本設計業務を受注した｢公益財団法人 文化財建造物保存
技術協会(以下，｢文建協｣と略す。)｣は，全国で約１８０人し
かいない文化財建造物修理主任技術者のうち，１００人以上
を有する，文化財の修理設計を行う組織としてはトップレベ
ルの技術集団であるため。（会計法第２９条の３第４項）

20,916,000 20,685,000 98.9% －

宮殿豊明殿ほか保全整備工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年6月22日
鹿島建設株式会社東京建築支店
東京都港区元赤坂一丁目３番８号

本工事は，宮殿豊明殿（ﾊﾞﾙｺﾆｰ手摺取替，蒸気減圧弁取
替，熱交換器改修，空調機活性炭取替），設備管制所（壁修
繕，真空暖房ﾎﾟﾝﾌﾟ更新），東渡り廊下職員手洗所（照明及び
衛生器具取替）整備を行う工事である。

宮殿は，国事行為である新年祝賀の儀を始めとする皇室の
主な行事が行われる場であり，その造営は昭和３５年１月２
９日に閣議決定された上で，昭和３９年７月１日に着工して
いる。同造営工事における業者選定に当たっては，宮殿とい
う他に類例を見ない芸術的特殊建造物であることから，造営
工事の優秀性及び確実性確保のために当時の建設業界におい
て最高の実績を有し，かつ，資力・信用・技術が他業者と隔
絶している共同企業体５社（㈱大林組，鹿島建設㈱，清水建
設㈱，大成建設㈱，㈱竹中工務店）と随意契約を締結するこ
とが決定され，また，その施工に際しては，共同企業体５社
がそれぞれの工事区分の範囲について責任をもって施工し，
竣工したものである。

鹿島建設㈱は，本工事における責任区分の範囲において，
宮殿造営当時から施工管理し，その状況を十分熟知し現在に
至っていることから，本工事を安全かつ確実に実施すること
のできる唯一の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

22,806,000 22,575,000 99.0% －

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）



公共工事の名称、場所、期間及び
種別

契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び住

所
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企

画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職
の役員
の数

備 考

宮殿正殿保全整備工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年6月30日
株式会社竹中工務店東京本店
東京都江東区新砂１丁目１番１号

本工事は，正殿ブラインドシャッター改修，正殿機械室熱
交換器改修及び空調機活性炭取替を行う工事である。

宮殿は，国事行為である新年祝賀の儀を始めとする皇室の
主な行事が行われる場であり，その造営は昭和３５年１月２
９日に閣議決定された上で，昭和３９年７月１日に着工して
いる。同造営工事における業者選定に当たっては，宮殿とい
う他に類例を見ない芸術的特殊建造物であることから，造営
工事の優秀性及び確実性確保のために当時の建設業界におい
て最高の実績を有し，かつ，資力・信用・技術が他業者と隔
絶している共同企業体５社（㈱大林組，鹿島建設㈱，清水建
設㈱，大成建設㈱，㈱竹中工務店）と随意契約を締結するこ
とが決定され，また，その施工に際しては，共同企業体５社
がそれぞれの工事区分の範囲について責任をもって施工し，
竣工したものである。

㈱竹中工務店は，本工事における責任区分の範囲におい
て，宮殿造営当時から施工管理し，その状況を十分熟知し現
在に至っていることから，本工事を安全かつ確実に実施する
ことのできる唯一の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

（非公表） 16,275,000 － －



公共工事の名称、場所、期間及び
種別

契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び住

所
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企

画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職
の役員
の数

備 考

東宮御所各所修繕工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年7月20日
清水建設株式会社
東京都港区芝浦一丁目２番３号

東宮御所各所修繕工事は，各種要望事項に対する改修及び
経年劣化に対する修繕を行うものである。

東宮御所私室棟における工事は，御留守中の限られた時間
内に調査及び施工を完了することを求められ，既存施設との
意匠の整合性が厳しく求められる場所であり，この限られた
時間内に意匠性を損なうことなく，確実に施工を完了させる
ためには，納まり及び形状等を熟知した者に施工させる必要
がある。

清水建設㈱は，東宮御所において，過去に大規模改修や増
築工事を実施していることから，東宮御所の施設や今回の工
事条件等に関し，安全かつ確実に実施することができる唯一
の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

4,411,050 4,410,000 99.98% －

御所機械設備更新ほか工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年7月23日
株式会社大林組東京本店
東京都港区港南２丁目１５番２号

本工事は，御所屋外機械置場に設置の空気調和設備（直だ
き吸収令温水機・空調用ポンプ）及び関連設備の経年劣化に
よる更新並びに各所レースカーテンの更新，大広間木製シャ
ンデリアの修繕等を実施するものである。

本工事は，両陛下の御生活において重要な設備である空調
設備の更新等を行うことから，限られた期間の中，御生活へ
の影響を最小限にとどめるよう，機能停止・試運転調整及び
機能復旧など綿密に計画したうえ，工事を行う必要がある。

施工にあたっては，予定されている短期御留守を利用し，
集中的に工事を行うものの，すべてを御留守期間中に完成さ
せることが困難であるため，その前後の御在殿中においても
配管工事等を行う必要がある。また，御留守中の工事におい
ても御帰りの前には，毎回すべての機能を一時回復させるこ
とが必要であることから，より綿密な工程管理と作業の効率
性を強く求めるところである。

以上のように，当該工事は，両陛下の御生活への影響を最
小限とするため，限られた時間内に既存システムとの整合性
を保ち，安全性や機能性を損なうことなく，確実に施工を完
了することを強く求められる工事であるため，施設の形状等
を熟知し，高度な施工監理能力を持った者に施工させる必要
がある。

㈱大林組は，御所新築工事を請け負った共同企業体の幹事
会社として実績を有し，かつ，その後の改修工事を履行した
実績を有していることから，本件に要求される条件を満た
し，工期の短縮，安全・円滑かつ適切な施工を確実に実施す
ることができる唯一の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

114,765,000 113,400,000 98.8% －

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）



公共工事の名称、場所、期間及び
種別

契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び住

所
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企

画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職
の役員
の数

備 考

京都御所杉戸絵修理工事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長
北 啓太
京都府京都市上京区京都御苑３

平成22年7月26日
（財）元興寺文化財研究所
奈良市中院町１１番地

本件は，京都御所各御殿に残存する杉戸絵の保存修理を行
うことを目的とする。

京都御所各御殿の杉戸絵は，安政度造営時（一部寛政度造
営時のもの残存）に著名な画家によって描かれた美術史学の
上でも貴重視される価値の高いものである。

これらの杉戸絵は，１５０年近くを経過し，西日による乾
燥，経年による絵の具の剥落等の損傷が著しく，放置できな
い状況となってきたため，損傷の激しいものから順次修理を
実施している。

文化財的価値の非常に高い杉戸絵の修理は，慎重かつ入念
に行う必要があり，経験豊富な実績と高度な修復技術を持っ
た技術者を確実に配置できることが必要とされる。

上記を踏まえ，本工事については，応募要件を満たし，本
工事の実施を希望する者の有無を確認する目的で，参加意思
確認書の提出を招請する公募を実施した。応募要件を満たす
と認められる者がいない場合にあっては，豊富な実績を有
し，着実な成果を収めている財団法人元興寺文化財研究所を
契約の相手方とする契約手続を行うことを予定していた。

公募の結果，参加意思確認書の提出者がいなかったため，
財団法人元興寺文化財研究所が本工事を遂行できる唯一の機
関であると確認されたため。（会計法第２９条の３第４項）

（非公表） 10,863,300 － －



公共工事の名称、場所、期間及び
種別

契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び住

所
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企

画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職
の役員
の数

備 考

三笠宮邸客用手洗所改修ほか工
事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年8月16日
株式会社竹中工務店東京本店
東京都江東区新砂１丁目１番１号

三笠宮邸客用手洗所改修ほか工事は，三笠宮邸公室棟の客
用手洗所経年劣化に伴う改修及び私室棟のテレビ共同受信設
備等の設備改修を行うものである。

施行場所は，宮邸の中で御生活に直接関わる部分であるた
め，日々の御生活及び御公務（来客接遇）等に影響を生じな
いように，御留守中等の限られた期間内の工事施工を優先的
に計画すると同時に，御在殿中作業については作業音・臭気
などに厳格な管理を求められ，また既存施設との意匠の整合
性が厳しく求められる工事である。この限られた時間内に意
匠性を損なうことなく，確実に施工を完了させるためには，
施設の形状等を熟知し，高度な施工管理能力を持った者に施
工させる必要がある。

株式会社竹中工務店は，当該施設の新築及び大規模な改修
工事を施工した実績を有し，本件に要求される条件を満た
し，工期の短縮，安全，円滑かつ適切な施工を確実に実施す
ることができる唯一の業者であるため。（会計法第２９条の
３第４項）

5,084,100 5,071,500 99.8% －

宮殿長和殿保全整備工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年8月24日
清水建設株式会社
東京都港区芝浦一丁目２番３号

本工事は，宮殿長和殿整備（南溜絨毯敷替，南車寄ブロン
ズパネル取替，南車寄敷石補修，中庭口男子便所改修，熱交
換器改修，空調機活性炭取替）を行う工事である。

宮殿は，国事行為である新年祝賀の儀を始めとする皇室の
主な行事が行われる場であり，その造営は昭和３５年１月２
９日に閣議決定された上で，昭和３９年７月１日に着工して
いる。同造営工事における業者選定に当たっては，宮殿とい
う他に類例を見ない芸術的特殊建造物であることから，造営
工事の優秀性及び確実性確保のために当時の建設業界におい
て最高の実績を有し，かつ，資力・信用・技術が他業者と隔
絶している共同企業体５社（㈱大林組，鹿島建設㈱，清水建
設㈱，大成建設㈱，㈱竹中工務店）と随意契約を締結するこ
とが決定され，また，その施工に際しては，共同企業体５社
がそれぞれの工事区分の範囲について責任をもって施工し，
竣工したものである。

清水建設㈱は，本工事における責任区分の範囲において，
宮殿造営当時から施工管理し，その状況を十分熟知し現在に
至っていることから，本工事を安全かつ確実に実施すること
のできる唯一の業者であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

21,672,000 21,525,000 99.3% －

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）



公共工事の名称、場所、期間及び
種別

契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び住

所
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企

画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職
の役員
の数

備 考

宮殿庭園樹木管理工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年9月7日
株式会社小関田中園
東京都練馬区石神井台８丁目１８番
４１号

入札を実施したが，落札者となるべき者がいなかったた
め。（会計法第２９条の３第５項，予算決算及び会計令第９
９条の２）

（非公表） 4,935,000 － －

高円宮邸改修工事に伴う監理業
務

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年9月24日
株式会社内井建築設計事務所
東京都品川区上大崎４丁目５番２６
号

本業務は，高円宮邸改修工事に伴う工事監理を行う業務で
あり，平成２１年度から平成２２年度にかけて株式会社内井
建築設計事務所が行った設計業務（高円宮邸改修工事に伴う
設計業務）の内容を踏まえて実施するものである。従って，
実施設計及び監理業務の各段階で一貫した考え方や方針に基
づき順次具体化する必要があり，実施設計と監理業務の設計
内容は密接不可分の関係にあるため。（会計法第２９条の３
第４項）

15,897,000 15,855,000 99.7% －

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）



公共工事の名称、場所、期間及び
種別

契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び住

所
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企

画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職
の役員
の数

備 考

宮殿表御座所ほか保全整備工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年10月6日
株式会社大林組東京本店
東京都港区港南二丁目１５番２号

本工事は，宮殿表御座所（床木部修繕，特殊障子紙張替，
蒸気減圧弁取替，熱交換器改修，空調機活性炭取替，除湿器
取替），連翠（蒸気減圧弁取替，熱交換器改修，空調機活性
炭取替，除湿器取替壁修繕）整備を行う工事である。

宮殿は，国事行為である新年祝賀の儀を始めとする皇室の
主な行事が行われる場であり，その造営は昭和３５年１月２
９日に閣議決定された上で，昭和３９年７月１日に着工して
いる。同造営工事における業者選定に当たっては，宮殿とい
う他に類例を見ない芸術的特殊建造物であることから，造営
工事の優秀性及び確実性確保のために当時の建設業界におい
て最高の実績を有し，かつ，資力・信用・技術が他業者と隔
絶している共同企業体５社（㈱大林組，鹿島建設㈱，清水建
設㈱，大成建設㈱，㈱竹中工務店）と随意契約を締結するこ
とが決定され，また，その施工に際しては，共同企業体５社
がそれぞれの工事区分の範囲について責任をもって施工し，
竣工したものである。

㈱大林組は，本工事における責任区分の範囲において，宮
殿造営当時から施工管理し，その状況を十分熟知し現在に
至っていることから，本工事を安全かつ確実に実施すること
のできる唯一の業者であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

8,157,450 8,137,500 99.8% －

寬仁親王邸中庭タイル張替工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年10月8日
株式会社竹中工務店東京本店
東京都江東区新砂１丁目１番１号

本工事は，寬仁親王邸の中庭のタイルを張り替える工事で
ある。

施工場所は，宮邸の玄関の正面にあり，また，御生活に直
接関わる部分に隣接しており，御生活や行事に合わせ，各種
の制約（工事中断等）を受けながら工事を行うことが必要で
あるとともに，既存部分との意匠の整合性が求められる工事
でもある。

これらの条件のもと，確実に施工を完了させるためには，
納まり及び形状等を熟知し，かつ高度な施工管理能力を持っ
た者に施工させる必要がある。

株式会社竹中工務店は，当該施設の増築・改修工事を施工
した実績を有し，本件に要求される条件を満たし，工期の短
縮，安全・円滑かつ適切な施工を確実に実施することができ
る唯一の業者であるため。（会計法第２９条の３第４項）

2,755,200 2,730,000 99.1% －

御所書庫増築工事に伴う設計業
務

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年10月20日
株式会社山下設計
東京都中央区日本橋小網町６番１号

本業務は，御所書庫増築工事に伴う設計業務を行うもので
ある。本業務は，標準プロポーザル方式により提出された技
術提案書をコンサルタント選定委員会において評価した結
果，当該業者が特定された。（会計法第２９条の３第４項）

8,802,150 8,709,750 99.0% －

皇居車庫庁舎太陽光発電設備工
事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年10月25日
東陽電気工事株式会社
東京都品川区中延３丁目２番１５号

入札を実施したが，落札者となるべき者がいなかったため。
（会計法第２９条の３第５項，予算決算及び会計令第９９条
の２）

（非公表） 36,750,000 － －

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）



公共工事の名称、場所、期間及び
種別

契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び住

所
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企

画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職
の役員
の数

備 考

京都御所紫宸殿賢聖障子修理ほか
工事

分任支出負担行為担当官
宮内庁京都事務所長
北 啓太
京都府京都市上京区京都御苑３

平成22年10月26日
（財）元興寺文化財研究所
奈良市中院町１１番地

本件は，京都御所紫宸殿に残存する賢聖障子の保存修理を
行うこと並びに，賢聖障子を含む障壁画等の燻蒸処理を目的
とする。

京都御所寛政度造営時に住吉広行を始めとする絵師によっ
て描かれた賢聖障子は，文化的価値の非常に高いものである
が，２００年近くを経過し，経年による絵の具の剥落等の損
傷が著しく，放置できない状況となってきたため，修理が必
要である。

文化財的価値の非常に高い障壁画等の修理は，慎重かつ入
念に行う必要があり，経験豊富な実績と高度な修復技術を
持った技術者を確実に配置できることが必要とされる。

上記を踏まえ，本工事については，応募要件を満たし，本
工事の実施を希望する者の有無を確認する目的で，参加意思
確認書の提出を招請する公募を実施した。応募要件を満たす
と認められる者がいない場合にあっては，豊富な実績を有
し，着実な成果を収めている財団法人元興寺文化財研究所を
契約の相手方とする契約手続を行うことを予定していた。

公募の結果，参加意思確認書の提出者がいなかったため，
財団法人元興寺文化財研究所が本工事を遂行できる唯一の機
関であると確認されたため。（会計法第２９条の３第４項）

（非公表） 4,341,645 － －



公共工事の名称、場所、期間及び
種別

契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び住

所
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企

画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職
の役員
の数

備 考

御料牧場そ菜圃場外周フェンス設
置工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年11月1日
コボリ工業株式会社
栃木県塩谷郡高根沢町大字花岡１９
６９

入札を実施したが，落札者となるべき者がいなかったた
め。（会計法第２９条の３第５項，予算決算及び会計令第９
９条の２）

16,894,500 16,800,000 99.4% －

秋篠宮邸公室棟玄関ホールほか
じゅうたん張替工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年11月5日
清水建設株式会社
東京都港区芝浦一丁目２番３号

秋篠宮邸公室棟玄関ホールほかじゅうたん張替工事は，秋
篠宮邸公室棟のじゅうたんについて，経年劣化に対する張替
を行うものである。

施工場所は，宮邸の中で御生活に直接関わる部分や，御在
殿中頻繁にかつ突然の来客の機会に使用される応接室へのア
プローチ動線である玄関ホール及び廊下である。そのため，
御留守中等の限られた期間内に調査及び施工を完了すること
を求めら，また既存施設との意匠の整合性が厳しく求められ
る工事である。この限られた時間内に意匠性を損なうことな
く，確実に施工を完了させるためには，施設の形状等を熟知
し，高度な施工管理能力を持った者に施工させる必要があ
る。

清水建設株式会社は，当該施設の新築（旧秩父宮邸）及び
増築改修（秋篠宮邸）工事を施工した実績を有し，本件に要
求される条件を満たし，工期の短縮，安全，円滑かつ適切な
施工を確実に実施することができる唯一の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

2,505,300 1,785,000 71.2% －

那須御用邸保全対策林相整備工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年11月18日
株式会社本田工務店
栃木県那須郡那須町大字湯本２０４

入札を実施したが，落札者となるべき者がいなかったた
め。（会計法第２９条の３第５項，予算決算及び会計令第９
９条の２）

12,243,000 11,970,000 97.8% －

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）



公共工事の名称、場所、期間及び
種別

契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び住

所
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企

画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職
の役員
の数

備 考

御料牧場肉加工所改修ほか工事に
伴う監理業務

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年12月3日
株式会社梓設計
東京都品川区東品川二丁目１番１１
号

本業務は，御料牧場肉加工所改修ほか工事の工事監理業務
であり，平成１８年度に株式会社梓設計による実施設計業務
（御料牧場肉加工所地区整備工事に伴う設計業務）の内容を
踏まえて実施するものである。従って，実施設計及び監理業
務の各段階で一貫した考え方や方針に基づき順次具体化する
必要があり，実施設計と監理業務の設計内容は密接不可分の
関係にある。

上記設計者は，業務内容を最も把握し業務目的を的確に履
行できる唯一の業者であるため。（会計法２９条の３第４
項）

2,483,250 2,467,500 99.4% －

御所ほか自動制御設備改修工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年12月6日
株式会社山武
東京都千代田区丸の内二丁目７番３
号

本工事は，御所・宮内庁庁舎・宮殿・宮内庁病院の各建物
に設置されている自動制御設備の一部を改修する工事でる。

当該自動制御設備は，各建物の空調設備等の運転を適切に
制御するための設備である。

本工事では，当該自動制御設備が関わる空調設備等の稼働
から停止まで一連の運転を正常に制御し，運転状態の監視も
常時できるよう製造者だけが持つ独自のデータに基づき調整
する必要がある。

従って，本工事では他社では知り得ない当該設備の詳細な
内部構造・特性などに精通し，製造時の技術資料やデータを
保有している製造者による施工が必要であり，他社では修理
後の試運転において当該設備が正常に機能していることを確
認し判断することが極めて困難であるため，当該設備を製造
したもの以外に施工させた場合，適切に動作しない等著しい
支障が生じる恐れがある。

株式会社山武は，当該自動制御設備の設置工事を施工した
会社で，当該設備に関わる機器の製造・販売・施工・修理工
事を行い，当該自動制御設備を熟知した唯一の会社であるた
め。（会計法第２９条の３第４項）

10,269,000 10,185,000 99.2% －

皇居吹上ポンプ室送水設備等改修
工事に伴う監理業務

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年12月15日
株式会社相和技術研究所
東京都品川区上大崎２丁目１８番１
号

吹上ポンプ室送水設備は，皇居西地区（宮殿・庁舎等）へ
都水及び雑用水を供給する重要な設備である。経年と共に建
物・設備機器類・電装品等の劣化が著しく，現在の建物に隣
接した位置にポンプ室を新築し，設備の全面更新を２か年計
画で行うものである。ついては，皇居吹上ポンプ室送水設備
等改修工事において，工事監理及び設計意図の伝達を行う業
務を実施するものである。

本業務は，皇居吹上ポンプ室送水設備等改修工事の工事監
理業務であり，平成１７年度にプロポーザル方式により選定
された株式会社相和技術研究所によって完了した設計業務
（皇居吹上ポンプ室送水設備等整備に伴う設計業務）の内容
を踏まえて実施するものである。

従って，実施設計及び監理業務の各段階で一貫した考え方
や方針に基づき順次具体化する必要があり，実施設計と監理
業務の設計内容は密接不可分の関係にある。

上記設計者は，業務内容を最も把握し業務目的を的確に履
行できる唯一の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

2,109,450 2,100,000 99.6% －

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）



公共工事の名称、場所、期間及び
種別

契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び住

所
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企

画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職
の役員
の数

備 考

宮殿長和殿内装整備ほか工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年12月22日
清水建設株式会社
東京都港区芝浦一丁目２番３号

本工事は，宮殿長和殿北溜絨毯敷替，長和殿家具庫除湿機
取替を行う工事である。

宮殿は，国事行為である新年祝賀の儀を始めとする皇室の
主な行事が行われる場であり，その造営は昭和３５年１月２
９日に閣議決定された上で，昭和３９年７月１日に着工して
いる。同造営工事における業者選定に当たっては，宮殿とい
う他に類例を見ない芸術的特殊建造物であることから，造営
工事の優秀性及び確実性確保のために当時の建設業界におい
て最高の実績を有し，かつ，資力・信用・技術が他業者と隔
絶している共同企業体５社（㈱大林組，鹿島建設㈱，清水建
設㈱，大成建設㈱，㈱竹中工務店）と随意契約を締結するこ
とが決定され，また，その施工に際しては，共同企業体５社
がそれぞれの工事区分の範囲について責任をもって施工し，
竣工したものである。

清水建設㈱は，本工事における責任区分の範囲において，
宮殿造営当時から施工管理し，その状況を十分熟知し現在に
至っていることから，本工事を安全かつ確実に実施すること
のできる唯一の業者であるため。（会計法第２９条の３第４
項）

18,081,000 17,850,000 98.7% －

須崎御用邸ミカン園管理ほか工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成22年12月22日
植福
静岡県下田市１丁目３番１４号

入札を実施したが，落札者となるべき者がいなかったた
め。（会計法第２９条の３第５項，予算決算及び会計令第９
９条の２）

5,573,400 5,355,000 96.1% －



公共工事の名称、場所、期間及び
種別

契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び住

所
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企

画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職
の役員
の数

備 考

皇居西地区伝統的木造建築物第
３回詳細調査診断業務

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成23年1月13日
株式会社日建設計
東京都千代田区飯田橋２丁目１８番
３号

本業務は，皇居西地区の伝統的木造建築物の現状実測図作
成を含む詳細調査を実施し，耐震診断により建物構造体の耐
震性能を評価して，施設保全管理のための資料を得るもので
ある。

本業務は，標準プロポーザル方式により提出された技術提
案書をコンサルタント選定委員会において評価した結果，当
該業者が特定されたため。（会計法第２９条の３第４項）

12,610,500 12,600,000 99.9% －

宮殿保全整備計画に伴う第９回
詳細調査業務

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成23年1月18日
財団法人建築保全センター
東京都中央区新川１丁目２４番地８
号

宮殿は，竣工以来４０余年を経過し，経年による劣化が進
んできているが，宮殿が国の最高の儀式を行う施設であるこ
とに鑑み，建築・設備全体にわたる耐震性・劣化状況等を把
握し，また，将来に向けて省エネ化・情報化・バリアフリー
化等に対応するための改修方法も検討し，総合的に長期保全
整備計画を立てる必要がある。

このため，平成１３年度に学識経験者からなる｢宮殿保全整
備に関する検討委員会｣を設置し，その委員会の基礎資料とす
るため，同年に宮殿全体の現況把握を目的とした総合的な概
況調査を実施した。

その後，現在まで継続されている委員会のなかで，宮殿保
全整備の基本方針や「宮殿保全基準」（案）がまとめられ，
宮殿を保全していくための業務体制の整備が進められてい
る。その委員会で検討される機能性・安全性・耐震性等それ
ぞれについての詳細調査及び調査結果と，それまでの委員会
で進められた内容を反映させた資料作成が必要なことから，｢
宮殿保全整備計画に伴う詳細調査業務｣を継続的に並行して実
施しているところである。

今年度は宮殿各棟の耐震診断が終了したことから，宮殿全
体の耐震性能を整理検討する業務並びに次回の委員会に関わ
る資料作成業務である。

財団法人建築保全センターは，国の建築物の保全に関する
総合的な調査研究及び技術開発を目的として設立された公益
法人であり，官公庁施設の保全に関する診断システムの開
発，補修・改修工法の評価，総合耐震診断・劣化診断等の各
種調査研究や，官庁施設の保全・更新の計画について多くの
実績を有している。また，平成１３年度の総合的な概況調査
及び前回までの｢宮殿保全整備計画に伴う詳細調査業務｣と本
業務は密接不可分であるため，前回業務を履行した者でなけ
れば，本業務を円滑かつ適切に行うことは困難である。同セ
ンターは，前回業務を履行しており，本業務を適切に実施で
きる唯一の機関である。（会計法２９条の３第４項）

3,387,300 3,150,000 93.0% －

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）



公共工事の名称、場所、期間及び
種別

契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び住

所
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企

画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職
の役員
の数

備 考

秋篠宮邸公室棟天井裂地張替ほ
か工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成23年1月20日
清水建設株式会社
東京都港区芝浦一丁目２番３号

秋篠宮邸公室棟天井裂地張替ほか工事は，秋篠宮邸公室棟
の天井裂地及び私室棟サンルーム屋根のシーリングについて
経年劣化に伴う更新と，公室棟木製建具の修繕を行うもので
ある。

公室棟の主な施工場所は宮邸の中で御生活に直接関わる部
分や，御在殿中頻繁にかつ突然の来客の機会に使用される応
接室へのアプローチ動線である玄関ホール及び廊下である。
また，私室棟サンルームは御生活に直接関わる部分である。
そのため，御留守中等の限られた期間内に調査及び施工を完
了させるためには，施設の形状等を熟知し，高度な施工管理
能力を持った者に施工させる必要がある。

清水建設株式会社は，当該施設の新築（旧秩父宮邸）及び
増築改修（秋篠宮邸）工事を施工した実績を有し，本件に要
求される条件を満たし，工期の短縮，安全，円滑かつ適切な
施工を確実に実施することができる唯一の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

4,924,500 4,882,500 99.1% －

新浜鴨場諸施設整備に伴う設計
業務

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成23年1月24日
株式会社日建設計
東京都千代田区飯田橋２丁目１８番
３号

本業務は，新浜鴨場諸施設整備に伴う設計業務を行うもの
である。

本業務は，公募型プロポーザル方式により提出された技術
提案書をコンサルタント選定委員会において評価した結果，
当該業者が特定された。（会計法第２９条の３第４項）

18,448,500 18,375,000 99.6% －



公共工事の名称、場所、期間及び
種別

契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び住

所
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企

画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職
の役員
の数

備 考

御料牧場肉加工所改修ほか第２回
工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成23年2月3日
剋真建設株式会社
栃木県真岡市田町１５１５番地４

本工事は，御料牧場肉加工所改修ほか工事からの継続工事
であり，一体の施設の改修等を目的とする工事であること及
び現在履行中の工事と本工事の施工者が異なる場合は瑕疵担
保責任の範囲が不明確になる等密接不可分な関係にあること
から，一貫した施工が技術的に必要と判断され，工期の短
縮，経費の節減，安全・円滑かつ適切な施工を確保するうえ
でも現在履行施工者以外の者に施工させることが不利と認め
られるため。
（会計法第２９条の３第４項）

4,428,900 4,357,500 98.4% －

赤坂御用地危険樹木処理（第２
回）工事

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山 茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成23年2月14日
岩田造園土木株式会社
東京都荒川区西日暮里一丁目５番１
号

入札を実施したが，落札者となるべき者がいなかったた
め。（会計法第２９条の３第５項，予算決算及び会計令第９
９条の２）

6,666,450 6,300,000 94.5% －

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）



公共工事の名称、場所、期間及び
種別

契約担当官等の氏名並びにその
所属する部局の名称及び所在地

契約を締結した日
契約の相手方の商号又は名称及び住

所
随意契約によることとした会計法令の根拠条文及び理由（企

画競争又は公募）
予定価格 契約金額 落札率

再就職
の役員
の数

備 考

新浜鴨場諸施設整備に伴う設計
業務その２

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成23年3月14日
株式会社日建設計
東京都千代田区飯田橋２丁目１８番
３号

本業務は，新浜鴨場において排水管路設計，場内水路改修
設計，養成池埋立て設計等を行うものであり，中心となる業
務は，本年度に発注された「新浜鴨場諸施設整備に伴う設計
業務」による基本設計業務の結果に基づき，実施設計業務を
行なうものである。

鴨猟を催すことにより外交団，議会関係者等の接待業務を
行なう鴨場において，本溜，四間掘等の水質や修景は極めて
重要な意味を持つ。また，接待業務の後方支援施設として位
置づけられる養成池等の整備も同様な意味を持つ。

これらの施設の実施設計業務に当っては，鴨場における接
待業務を円滑に実行するための知見をまとめあげた基本設計
業務の思想を，忠実に実現する必要が求められるため，基本
設計業務と実施設計業務は，密接不可分の関係となる。

既発注の「新浜鴨場諸施設整備に伴う設計業務」は，公募
型プロポーザル方式により，株式会社日建設計が特定され
た。

上記設計者は，業務内容を最も正確に把握し，業務目的を
的確に履行できる唯一の業者であるため。
（会計法第２９条の３第４項）

4,949,700 4,830,000 97.6% －

御所書庫増築工事に伴う設計業
務（その２）

支出負担行為担当官
宮内庁長官官房主計課長
森山茂樹
東京都千代田区千代田１－１

平成23年3月17日
株式会社山下設計
東京都中央区日本橋小網町６番１号

本業務は，御所書庫増築工事に伴う設計業務を行うもので
あり，設計業務を行う一貫業務として，完成模型を作成する
ものである。

本業務において，書庫の設計成果として完成形のイメージ
を具現化した完成模型を作成する業務を行う必要がある。

株式会社山下設計は当初業務（基本及び実施設計）を受注
しており，模型の作成にあたっては本建物の持つ設計趣旨や
意匠を始めとする一切を熟知し，業務成果を活用することの
出来る唯一の業者である。

（会計法第２９条の３第４項）

1,861,650 1,837,500 98.7% －

公共調達の適正化について（平成18年8月25日付財計第2017号）に基づく随意契約に係る情報の公表（公共工事）
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